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《要旨》 

・内閣は、地域包括ケアシステムの深化・推進と介護保険制度の持続可能性の確保を目的と

し、主に①～⑤の内容を含む介護保険法を中心とした関連法の改正案を国会に提出。 

①市町村が行う自立支援・重度化防止等施策について、データに基づく地域課題の分析、 

取組内容・目標の介護保険事業計画への記載、適切な指標による実績評価等を制度化。 

②廃止期限が迫る介護療養病床の受皿として、新たな介護施設となる介護医療院を創設。 

③地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の整備､新たな共生型サービスの位置付け｡ 

④現役世代並み所得のある者の利用者負担割合を現行の２割から３割へ引上げ。 

⑤第２号被保険者に係る介護納付金について総報酬割の段階的導入。 

・主な論点としては、市町村の自立支援等施策の実績評価に係る指標設定の在り方、介護医

療院への今後の転換見通しと転換支援策、負担割合の引上げ及び総報酬割導入の影響、地

域共生社会の理念も踏まえた人材育成策等が挙げられる。 

 

 

１．はじめに 

 内閣は、平成 29 年２月７日、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一

部を改正する法律案」（以下「改正案」という。）を国会に提出した。改正案は、３年ぶり

の制度改正となる介護保険法を中心に、関連する法律の一部改正をまとめたものであり、

地域包括ケアシステムの強化と介護保険制度の持続可能性の確保がその目的とされる。 

 本稿では、介護を取り巻く現状を含め、改正案が提出された背景と経緯に触れた上で、

改正案の内容及び主な論点について紹介する。 

 

２．法律案提出の背景 

（１）介護を取り巻く状況 

ア 高齢化の進展による変化 

  平成 28（2016）年９月時点における我が国の 65 歳以上人口は 3,454 万人であり、総
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人口に占める割合（高齢化率）は 27.2％となっている1。いわゆる団塊の世代が 75 歳以

上となる平成 37（2025）年には、高齢化率は 30％を超えるとともに、国民のおおむね５

人に１人（2,179 万人）が 75 歳以上の高齢者となることが見込まれる2など、今後も高齢

化が加速していく。また、団塊の世代は、高度成長期に地方から都市部へ移動した者が

多く、首都圏など、特に大都市圏において、平成 37（2025）年に向けて 75 歳以上人口

が急速に増加していくことが予測されている3。もともと高齢者人口の多い地方において

も緩やかに増加するが、その高齢化の進展度合いや高齢者の人口構成の変化など、高齢

化の状況は地域によって異なってくる。 

高齢化の更なる進展に合わせて、認知症高齢者数は平成 24（2012）年の 462 万人（高

齢者の７人に１人）から、平成 37（2025）年には約 700 万人（５人に１人）に急増する

ことが推計されている4。さらに、世帯構成も変化が生じてきており、平成 22（2010）年

には５世帯に１世帯であった高齢者単独世帯・夫婦のみ世帯は、平成 32（2020）年には

４世帯に１世帯となると推計されている5。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 介護の状況6 

  平成 12 年の介護保険制度の創設から 17 年が経過し、65 歳以上の第１号被保険者数が

創設当初の 2,165 万人から平成 28 年に 3,387 万人と 1.6 倍に増加する中、介護保険の

                                                                                  
1 総務省統計局「人口推計（平成 28 年(2016 年)９月確定値）」（平 29.2.20 公表） 
2 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年１月推計）」（出生中位・死亡中位推計） 
3 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年３月推計）」 
4 二宮利治ほか「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚生労働科学研究

費補助金特別研究事業）（2015.5）による速報値。 
5 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成 25 年１月推計）」 
6 この項における計数の出所は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」。 

（注）平 23.4 末には岩手県陸前高田市・大槌町､宮城県女川町､福島県桑折町・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・

大熊町・双葉町・浪江町は含まれていない｡また､平 24.4 末には福島県楢葉町・富岡町・大熊町は含まれていない。

（出所）厚生労働省資料を基に筆者更新。原典は厚生労働省「介護保険事業状況報告」 

単位：万⼈ 

図表１ 要介護（支援）度別認定者数の推移
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要介護又は要支援認定者は、218 万人から 622 万人へと 2.8 倍に増加している。また、

介護サービスの利用者数は、平成 12 年の 149 万人から平成 28 年には 496 万人と 3.3 倍

に増加し、特に在宅サービスの利用者数は、97 万人から 390 万人へと４倍に増加するな

ど、介護保険制度の着実な普及とともに、高齢化を上回る介護需要の増大が見て取れる。 

ウ 介護費の動向 

  介護需要の増大に伴い、介護費用も増加の一途をたどっている。介護給付費は、制度

開始時の平成 12 年度に 3.6 兆円であったところ、平成 29 年度予算では 9.9 兆円(利用

者負担を合わせた総費用ベースでは 10.7 兆円)と３倍近くに伸び、10 兆円の大台に迫る

勢いである。また、平成 37（2025）年には、介護給付費が 19.8 兆円に上ることが推計さ

れており7、今後 10 年足らずで介護費用が更に倍増することが見込まれている。 

介護給付費の伸びに比例して、保険料負担も増加傾向にあり、制度開始当初は月額2,911

円であった第１号被保険者の保険料（全国平均）は、平成 27 年度に 5,514 円となり、平

成 37（2025）年度には 8,165 円に上昇することが見込まれている。 

 

（２）これまでの介護保険制度改正 

ア 平成 17 年改正 

介護保険法は、平成 12 年の施行後、これまで４次にわたる制度改正を経てきた。最初

の大きな改正は、介護保険法附則第２条における施行後５年の検討規定を踏まえた平成

17 年改正である。その主な内容として、軽度者8や認定外の高齢者を対象とする新予防給

付及び地域支援事業9の創設、介護保険施設等における居住費・食費の自己負担化、地域

の特性に応じたサービスを提供する地域密着型サービスの創設、地域における総合的な

相談支援等を行う地域包括支援センターの設置等が盛り込まれた。 

イ 平成 20 年改正 

平成 20 年改正では、介護サービス事業者の株式会社コムスンによる不正な指定申請等

の事案を踏まえ、不正事案の再発防止と介護事業運営の適正化が図られた。その主な内

容として、事業者に対する業務管理体制整備の義務付け、事業者の本部への立入検査権

の創設、不正事業者の処分逃れ対策等が盛り込まれた。 

ウ 平成 23 年改正 

平成 23 年改正では、高齢者を地域全体で支える体制が不十分であるとの問題意識の

下、高齢者が地域で自立した生活を営めるように、医療、介護、介護予防、住まい、生

活支援サービスが切れ目なく提供される包括的な支援体制（地域包括ケアシステム10）の

                                                                                  
7 厚生労働省「社会保障に係る費用の将来推計の改定について（平成 24 年３月）」 
8 平成17年改正に伴い、従来の要支援が要支援１に、要介護１が要支援２と要介護１にそれぞれ再編成された。 
9 地域支援事業は、被保険者が要介護（支援）状態となることを予防するとともに、要介護状態となっても地

域で自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として市町村が行う事業。当初の事業と

しては、必須事業としての介護予防事業及び包括的支援事業（介護予防マネジメント業務、総合相談支援業

務等）、任意事業としての介護給付費等費用適正化事業、家族介護支援事業等という構成となっていた。 
10 地域包括ケアシステムは、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」（平成 25

年法律第 112 号）（以下本文において「社会保障改革プログラム法」という。）において、地域の実情に応じ

て、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
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構築を目指すこととされた。主な内容としては、24 時間対応の定期巡回・随時対応サー

ビスの創設、介護予防・日常生活支援総合事業の創設のほか、介護人材の確保とサービ

スの質の確保、財政安定化基金の取崩しによる介護保険料の軽減、介護療養型医療施設

（４．（２）ア参照）の転換期限の延長等が盛り込まれた。 

エ 平成 26 年改正 

直近の平成 26 年改正は、平成 25 年に成立した社会保障改革プログラム法を受け、同

法に示された介護保険制度改革の内容を踏まえたものであり、医療法改正等と合わせた

一括法11として成立した。その主な内容として、地域包括ケアシステムの構築に向けた市

町村の取組を促進するため、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、地域ケア

会議12の推進、生活支援の充実・強化等、地域支援事業の拡充が盛り込まれた。また、要

支援者に対する予防給付（訪問介護・通所介護）の地域支援事業への段階的移行、特別

養護老人ホームへの入所者の限定（原則要介護３以上）、低所得者への保険料軽減の拡充、

一定以上の所得のある利用者の自己負担割合の２割への引上げ、補足給付13の受給要件へ

の資産勘案の追加等が盛り込まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  
よう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制と法律上定義

された（同法第４条第４項）。 
11 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（平成 26 年

法律第 83 号） 
12 行政職員、介護サービス事業者、介護支援専門員、医療関係者、民生委員等を構成員とし、地域の高齢者の

個別課題の解決や地域に共通した課題を明確にするための会議体。 
13 住民税非課税世帯等の低所得者に対して、施設サービス、デイサービス、ショートステイの食費、居住費、

滞在費の一部を特定入所者介護（予防）サービス費として保険給付する軽減措置のこと。 

図表２ 地域包括ケアシステムの姿 

（出所）厚生労働省『平成 28 年度版厚生労働白書』 
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（３）平成 26 年改正以降の動向 

社会保障改革プログラム法においては、被用者保険の介護支援金について総報酬割の導

入（４．（５）参照）の検討を行うことが規定されていたが、後期高齢者支援金への総報酬

割の導入状況等を踏まえた上で行うこととされており、平成 26 年改正では導入が見送ら

れ、引き続きの検討課題となっていた。 

また、平成 27 年 10 月の財政制度等審議会においても、介護納付金の総報酬割への移行

に加え、介護保険における利用者負担の見直し、軽度者への生活援助の在り方等が議題と

なった。加えて、平成 27 年 12 月、経済財政諮問会議は、同年６月に閣議決定された「経

済財政運営と改革の基本方針 2015」（骨太の方針 2015）の「経済・財政再生計画14」を受け、

社会保障等歳出分野ごとの改革工程表を含む「経済・財政再生アクション・プログラム」

を決定した。介護分野に係る改革工程表では、療養病床の効率的なサービス提供体制への

転換、地域包括ケアシステムの構築に向けた介護インフラの整備、データ分析結果を活用

した介護保険事業計画のＰＤＣＡサイクルの強化、保険者機能の強化や市町村による給付

の適正化に向けた取組へのインセンティブ付け、利用者負担の在り方、介護納付金の総報

酬割導入、軽度者15に対する生活援助サービス・福祉用具貸与等その他の給付に係る給付の

見直しや地域支援事業への移行等について、それぞれ関係審議会等において検討し、平成

28年末までに結論を得るものとされるなど、財政面からも介護保険制度改革の議論が高まっ

ていた。 

 

３．法律案提出の経緯  

（１）介護保険部会、療養病床の在り方等に関する検討会等 

これまでの介護保険法の改正に当たっては、３か年を１期とする介護保険事業計画期間

に合わせた形で、厚生労働省の社会保障審議会の介護保険部会において、具体的な内容の

検討が行われてきた。今般は、上記の改革工程表で掲げられた検討事項を踏まえつつ、平

成30年度からの第７期介護保険事業計画期間に向けた制度改正の検討を行うべく、平成28

年２月から議論が開始された。計 16 回にわたる議論を経て、同年 12 月、介護保険部会は

「介護保険制度の見直しに関する意見」（以下「部会意見書」という。）を取りまとめた。 

廃止期限が平成 29 年度末に迫っていた介護療養病床については、平成 27 年７月から「療

養病床の在り方等に関する検討会」において、平成 30 年度以降の療養病床の在り方につい

て検討が開始され、平成 28 年１月に、慢性期の医療・介護ニーズに対応するサービス提供

類型の選択肢を含む整理案が示された。さらに、同年６月に設置された社会保障審議会の

「療養病床の在り方等に関する特別部会」（以下「特別部会」という。）において、同整理

案に基づいた具体的な内容についての議論が行われ、同年 12 月に、医療機能を内包した施

設系サービスの創設や、居住スペースと医療施設を併設する類型などを示した「療養病床

の在り方等に関する議論の整理」が取りまとめられた。 

                                                                                  
14 平成 32 年度のプライマリーバランス黒字化目標の実現に向けた５年間の歳出入改革の基本方針。 
15 厚生労働省は、今般の介護保険部会において軽度者について定義はないとしているが、一般的には要介護２

以下の者を指すことが多い。 
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（２）地域力強化検討会16等 

平成 27 年９月、厚生労働省は「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」を発表し、

新しい地域包括支援体制を実現するための方策を検討することとした。また、平成 28 年６

月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、子供・高齢者・障害者など

全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」

の実現が掲げられた。これらを受け、厚生労働省は、「他人事」になりがちな地域づくりを

地域住民が「我が事」として主体的に取り組む仕組みを作るとともに、市町村において、

地域づくりの取組支援と、公的な福祉サービスへのつなぎを含めた「丸ごと」の総合相談

支援の体制整備を進めるため、厚生労働大臣を本部長とする「『我が事・丸ごと』地域共生

社会実現本部」（以下「実現本部」という。）を設置した。平成 28 年 10 月から、実現本部

における検討の一環として開催された地域力強化検討会において、地域共生社会の実現に

向けた具体的な検討が重ねられ、同年 12 月、「我が事・丸ごと」の体制整備を社会福祉計

画の記載事項として位置付けることなどを示した中間取りまとめが行われた17。 

 

（３）法律案の提出 

 上記の経緯を踏まえ、内閣は平成 29 年２月７日、改正案を閣議決定し、同日、第 193 回

国会に提出した（閣法第 15 号）。 

 

４．法律案の内容及び主な論点 

（１）自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等 

ア 現状 

  介護保険においては、高齢者が生活する地域を前提としてきめ細やかな介護サービス

を提供するため、市町村（特別区、広域連合等を含む。以下同じ。）が保険者となってい

る。先に述べたとおり、平成 37（2025）年の節目の年に向け、大都市、地方都市、中山

間地域等地域によって、高齢化の状況や介護需要が異なってくることが想定され、市町

村が保険者機能を果たし、高齢者の自立支援、要介護状態の軽減・悪化の防止といった

制度の理念を堅持しつつ、多角的な地域分析の下で地域の実情に合わせた地域包括ケア

システムを深化させていくことが求められている。 

厚生労働省が平成 27 年９月に実施した「第６期市町村介護保険事業計画に関するアン

ケート調査」によると、多くの市町村では、介護保険事業計画の進捗管理や改善を行う

ＰＤＣＡサイクルが必ずしも十分に回っておらず、その理由として、ノウハウや人員不

足を挙げているところが多いとされる。また、介護給付費の適正化については、現状、

都道府県において介護給付適正化計画を策定するとともに、国の補助事業により市町村

を支援しているが、市町村における介護給付等費用適正化事業は、地域支援事業の任意

                                                                                  
16 正式名称は「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会」。 
17 なお、実現本部は、改正案の国会提出の同日に、介護保険制度の見直し、平成 30 年度の介護・障害福祉の

報酬改定、平成 30 年度に予定される生活困窮者自立支援制度の見直しなどの機会を捉え、具体的な改革を行

うこと示した「『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」を公表した。 
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事業で行われており、その取組状況は保険者によって区々となっている。 

保険者の中には、高齢者の自立支援、介護予防等について、保険者主導の多職種連携

等先進的な取組を行うことで認定率が低下するなど、成果をあげているところもあり、

こうした取組に係る好事例を全国展開していくことが求められている。 

イ 改正案の内容 

  市町村が取り組むべき自立支援、介護予防、介護給付費の適正化等施策及び目標を市

町村介護保険事業計画に記載するとともに、市町村の当該施策への支援に関する都道府

県の施策及び目標を都道府県介護保険事業支援計画に記載することとする。 

また、厚生労働大臣が地域別、年齢別、要介護又は要支援認定別の介護給付費の情報

を分析し、その結果を公表する。市町村は、公表された結果や介護保険事業の実施状況

に関する情報を分析した上で、その分析結果を勘案して介護保険事業計画を作成するよ

う努めるとともに、施策の実施状況や目標の達成状況に関する調査分析と実績評価を行

い、結果を公表するなど、ＰＤＣＡサイクルを回すことが求められる。 

さらに、市町村の自立支援等施策の取組状況や都道府県の支援状況などに対し、財政

的なインセンティブとして、国が予算の範囲内で交付金を交付する仕組みを設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 主な論点 

 保険者の取組に係る実績評価に当たっては、その評価指標が重要となる。部会意見書

では、実績評価の指標として、要介護状態の維持・改善の度合い、健康な高齢者の増加

などのアウトカム指標や、地域分析の実施状況、地域ケア会議の実施状況などのアウト

プット指標（プロセス指標）が例示されているが、指標設定を客観的かつ適切に示すこ

とが求められる。また、そもそも地域ごとに異なる特性を全国一律の指標で評価できる

のかどうか、どの程度の地域差を認めていくのかなどの基準についても、十分な検討が

必要である。さらに、現場の市町村の人材不足が問題となっていることから、国が都道

府県を通じた人的な支援・財源的な手当を行う必要があるとの指摘18もある。 

財政的インセンティブについては、国民健康保険の保険者努力支援制度19と類似の制度

                                                                                  
18 山崎泰彦「費用負担含め高齢者医療と介護の一体改革を（インタビュー）」『週刊社会保障』第2906号（2017.1）

27 頁 
19 保険者努力支援制度は、医療費の適正化に向けた取組を支援するため、保険料収納率等の指標を踏まえた評

価に基づき、国が都道府県や市町村に交付金を交付する制度。 

図表３ 自立支援等の取組に係るＰＤＣＡサイクル 

（出所）厚生労働省資料 



立法と調査　2017.4　No.387
28

となるのか、あるいは、財政制度等審議会において例示20があったように、国庫負担金の

中で調整交付金の割合を増やし、評価指標に応じて傾斜配分するといった枠組みを導入

するのか、現時点では判明していない。いずれにせよ、改正案では具体的な制度設計が

政令に委任されており、平成 30 年度予算編成過程で詳細が検討される。介護保険部会に

おいては、自治体間で人的・物的・地理的条件が大きく異なり、取組にインセンティブ

をつけるのは非常に難しい面があるとの意見21もあった。 

また、介護保険では重度のほうが区分支給限度基準額が高くなり、介護報酬も手厚く

なるため、適切なケアにより要介護度が低下すると、経営的にはマイナスになるといっ

た指摘22もあり、介護サービス供給側の懸念をどう解消していくかも課題となろう。 

 

（２）介護医療院の創設 

ア 現状 

平成 12 年の介護保険制度創設時、療養病床の一部は、「介護療養型医療施設」（介護療

養病床）として位置付けられ、介護保険の施設サービス３類型23の１つとされた。その後、

平成 18 年の医療制度改革では、療養病床について、患者の状態に即した機能分担を促進

する観点から、医療保険・介護保険が一体的に見直され、高齢で医療の必要性の低い者

については、療養病床から移行した老人保健施設等で対応することとなり、介護療養型

医療施設は平成 23 年度末で廃止されることとなった。しかし、移行が進まなかったこと

などから、平成 23 年改正により、平成 29 年度末までの６年間、廃止期限が延長された。

一方、平成 27 年度介護報酬改定においては、介護療養型医療施設が担っている医療処置

や看取り、ターミナルケアを中心とした長期療養を行う施設としての機能を評価した「療

養機能強化型」の報酬が新設された。平成 18 年３月時点で 12.2 万床あった介護療養病

床は、平成 27 年３月時点で 6.3 万床とほぼ半減している状況にある。 

イ 改正案の内容 

  新たな介護施設類型として「介護医療院」を創設する。介護医療院は、主として長期

にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下にお

ける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とし

た施設とする。したがって、日常的な医学的管理が必要な重度の要介護者の受入れ等の

機能に加え、生活施設としての機能を兼ね備えた施設となる。介護医療院は、療養室、

診察室、処置室及び機能訓練室のほか、都道府県が条例で定める施設を有しなければな

らない。また、省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員

数の従業員を有しなければならない。現行の介護療養病床の経過措置期間については、

平成 35 年度末まで６年間延長する。病院又は診療所から介護医療院に転換した場合に

は、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。 

                                                                                  
20 財政制度等審議会財政制度分科会（平 28.10.4）における財務省の説明。 
21 第 64 回介護保険部会（平 28.9.23）における藤原忠彦委員（全国町村会長（長野県川上村長））の発言。 
22 中村秀一「骨太の方針にあまり引きずられずに議論を 特集 次期介護保険制度改正に向けて〔中〕（イン

タビュー）」『介護保険情報』（2016.10）18 頁 
23 介護療養型医療施設のほか、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設がある。 
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特別部会の議論の整理では、医療内包型と医療外付け型が介護療養病床の新たな受皿

として示されており、このうち、医療内包型が介護医療院となる見通しである（図表４）。

介護医療院に係る具体的な人員配置基準、施設基準、介護報酬、転換支援策については、

社会保障審議会介護給付費分科会で検討されることとなっている。 

なお、改正案では、老人保健施設の定義について、同施設が在宅復帰を目的としたも

のであることが法律上も明記され、介護医療院との差別化が図られることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ウ 主な論点 

これまで介護療養病床は、介護療養型老人保健施設（転換型老健）への転換を始めと

した病床転換策などが必ずしも奏功せず、廃止決定以降もなかなか転換が進まなかった

経緯がある。今般の施設類型の創設によって介護医療院への転換が進むかどうかは、人

員配置基準、施設基準、介護報酬設定によるところが大きく、介護報酬によるインセン

ティブ付けも含めた転換支援策など、今後の介護給付費分科会の議論が注目される。ま

た、介護療養病床と同様に、医療療養病床の看護人員配置基準の経過措置24も平成 29 年

度末までとなっていることから、中央社会保険医療協議会において議論が開始されてお

り、医療療養病床の動きも注視する必要がある。 

                                                                                  
24 平成 18 年の医療法施行規則の改正により、医療療養病床については、看護師及び准看護師の人員配置基準

が入院患者６人に対し１人（６対１）以上から４対１以上に引き上げられたが、経過措置として平成 23 年度

末までは６対１以上の配置が認められてきた。介護療養病床の廃止期限の延長に合わせ、看護人員配置基準

についてもこの措置が６年間延長されており、診療報酬においても 25 対１の療養病棟入院基本料２が設定さ

れている。 

図表４ 介護療養病床の新たな受皿のイメージ 

（出所）特別部会「療養病床の在り方に関する議論の整理」（平 28.12.20）から筆者が加工して作成 

（Ⅰ） （Ⅱ）

基本的性格 －

設置根拠（法律）
医療機関　⇒　医療法
居住スペース
　⇒　介護保険法・老人福祉法

主な利⽤者像
重篤な身体疾患を有する者及び身
体合併症を有する認知症高齢者等
（療養機能強化型Ａ・Ｂ相当）

左記と比べて、容体は比較的安定
した者

医療の必要性は多様だが、容態は比較
的安定した者

    介護療養病床相当
（参考：現行の介護療養病床の基
準）
       医師　48対１（３人以上）
       看護　６対１
       介護　６対１

    ⽼健施設相当以上
（参考：現行の老健施設の基準）
     医師　100対１（１人以上）
     看護
     介護
              ※うち看護2/7程度

（参考：現行の特定施設入居者生活介
護の基準）
          医師　基準なし
          看護
          介護
※看護職員は、利用者30人までは１人
30人を超える場合は、50人ごとに１人

※医療機関部分は、算定する診療報酬
による。

⾯積

（参考：現行の有料老人ホームの基
準）

　　　個室で13.0㎡／室以上
※既存の建築物を転用する場合、個室
であれば面積基準なし

低所得者への配慮（法律） －

新たな施設（医療機能を内包した施設系サービス） 医療外付け型（居住スペースと医
療機関の併設）

施設基準（最低基準）

要介護⾼齢者の⻑期療養・⽣活施設

介護保険法

※ 生活施設としての機能重視を明確化。
※ 医療は提供するため、医療法の医療提供施設にする。

　　　　　　　　　　　⽼健施設相当（8.0 ㎡/床）

※ 多床室の場合でも、家具やパーテーション等による間仕切りの設
置など、プライバシーに配慮した療養環境の整備を検討。

補⾜給付の対象

　　※ 医療機関に併設される場合、人員配置基準の弾力化を検討。
　　※ 介護報酬については、主な利用者像等を勘案し、
　　　 適切に設定。具体的には、介護給付費分科会において検討。

〜
３対１

３対１
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また、改正案の規定上、介護医療院の新設は排除されておらず、新規参入や一般病床

等療養病床以外からの介護医療院への転換も可能となっている。この点、特別部会の議

論の整理では、急性期の大病院からの転換は原則認めるべきではない、病院からの転換

を優先させる観点から、介護療養病床及び医療療養病床に次いで一般病床を優先させる

べきといった意見があったことを紹介しつつ、介護療養病床及び医療療養病床からの転

換を優先させるべきであるとまとめている。厚生労働省は、新設施設として位置付ける

以上、法律上新規参入の制限を規定することは難しいため、介護保険事業計画の総量規

制に関する現行のスキームを使った新規参入の抑制を考えている旨説明している25。 

療養病床の受皿として提案されている医療外付け型については、住まいの施設であり、

補足給付の対象外となるためほとんど普及せず、低所得高齢者の行き場がなくなるので

はないか、また、医療内包型における医療には介護保険財源が用いられ、外付け型にお

ける医療には医療保険財源が用いられることから、市町村としては施設がどちらの類型

になるかによって負担が大きく変わり、制度が医療・介護サービスを歪めるのではない

かいう問題点も指摘26されている。 

 

（３）地域共生社会の実現に向けた取組等 

ア 現状 

  高齢者、障害児者に対して福祉サービスを提供する事業所は、各制度に基づいて、都

道府県又は市町村の指定を受けて事業を実施しているが、介護サービスと障害福祉サー

ビスでは、各制度固有のサービスのほか、デイサービス、ホームヘルプサービス等相互

に相当するサービスがある。障害福祉制度の下では、障害福祉サービス事業所としての

指定を受けていない事業所のサービスであっても、介護保険サービス事業所としての指

定を受けていれば、市町村の判断により、障害福祉サービスとして給付を行うことがで

きる仕組み27がある。一方、現行の介護保険制度の下ではこのような仕組みが存在しない

ため、障害福祉サービス事業所としての指定のみでは介護保険給付の対象とすることが

できず、必ずしも全ての障害福祉サービス事業所において介護保険サービスを同時に提

供できる仕組みとはなっていない。 

このような高齢者や障害児者をまたぐ課題のみならず、近年、地域において様々な分

野の課題が複雑化し、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱えるなど、地域において複

合的な支援を必要とする状況がみられる。地域における多様な支援ニーズに的確に対応

していくため、公的部門が個人や世帯が抱える様々な課題に対して包括的に支援してい

くことが求められている。 

イ 改正案の内容 

  訪問介護、通所介護等の居宅サービス等を提供する事業所について、児童福祉法の指

                                                                                  
25 第６回療養病床の在り方等に関する特別部会（平 28.11.30）における厚生労働省の説明。 
26 前掲注 18、27 頁 
27 例えば富山県の「富山型デイサービス」では、１つの事業所で介護保険サービスとしてのデイサービスと障

害福祉サービスとしてのデイサービスが同時に提供されている。 
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定又は障害者総合支援法の指定を受けている事業所から指定の申請があった場合におい

ては、一定の基準の下、介護サービス事業所としての指定を行うことができるものとし、

介護保険制度と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付け、高齢者と障害児者が

同一事業所でサービスを受けやすくする。指定基準については、平成 30 年度介護報酬改

定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討することとされている。 

また、先述の「我が事・丸ごと」の理念の下、社会福祉法を改正し、地域共生社会の

実現に向けて、地域住民や福祉関係者は、福祉サービスを必要とする住民や世帯が抱え

る様々な分野の地域生活課題を把握し、関係機関との連携等によりその解決を図ること

とする。市町村は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備

するよう努めるものとする。また、市町村及び都道府県は、福祉に関し共通して取り組

むべき事項を記載した市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画をそれぞれ策

定するよう努めることとする。なお、改正案の公布後３年を目途として、市町村の包括

的な支援体制を全国的に整備するための方策について検討を加える。 

ウ 主な論点 

平成 12 年の社会福祉法の制定（法律名称の変更を含む改正）時に、地域福祉の推進と

地域福祉計画の策定について新たに規定された。厚生労働省によれば、これまで同計画

の策定は自治事務とされ、平成 27 年度末時点で全 1,741 市区町村のうち、1,211 市区町

村（69.6％）が策定済である一方、市区部と町村部における策定率は、市区部の 87.2％

に対し、町村部は 54.1％となっており、人口規模が小さい自治体ほど策定率が低い傾向

にあるとされる。今般の改正により、地域福祉計画の策定が努力義務化されるが、今後

の進捗状況の管理や未策定自治体に対する国の支援をいかに実施していくかが課題とな

る。 

地域共生社会の実現に当たっては、先駆的な自治体のように、地域住民と自治体をつ

なぐ専門職がいる自治体が少なく、ボランティアや複数の福祉サービスの提供に当たる

ことのできる人材育成が必要であるとともに、制度の主役である住民の理解がなければ

根付かせるのは難しいとの指摘28もある。また、地域共生社会の名の下、公的責任の後退、

地域での支援サービスの縮小と質の低下、地域格差の拡大を招き、福祉も介護も、再び

家族責任・家族依存の時代に戻ってしまうおそれがあるとの指摘29もある。 

新たな共生型サービスについては、障害者が高齢になっても慣れ親しんだサービスを

継続的に利用しやすくなる反面、障害者と要介護者のそれぞれのニーズに沿ったきめ細

やかな対応がどこまで可能かといった課題があり、平成 30 年度の介護報酬と障害福祉

サービス等報酬の同時改定に向けた動向を注視する必要がある。 

 

（４）高所得者の利用者負担割合の引上げ 

ア 現状 

  介護保険の利用者負担割合は、制度創設時、所得にかかわらず１割であったが、平成

                                                                                  
28 「福祉相談 窓口一元化に着手 地域住民の協力 カギ」『朝日新聞』（平 29.2.7） 
29 日本障害者協議会「『我が事・丸ごと』についての第一次意見」（平 28.12.9） 
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26 年改正により、一定以上の所得がある者については、平成 27 年８月から利用者負担

割合が２割となった。一方、医療保険における 70 歳以上の利用者負担は、平成 12 年の

介護保険制度創設時、定額制であったが、現在、70 歳～74 歳は段階的に２割負担に移行

しており、70 歳以上の現役並み所得者は３割負担となっている。 

  また、医療保険における高額療養費と同様に、高額介護サービス費として所得に応じ

て自己負担の上限額が定められており、現役並み所得者は月額 44,400 円（世帯）、一般

区分では月額 37,200 円（世帯）、市町村民税非課税等の場合月額 24,600 円（世帯）、こ

のうち年金収入 80 万円以下等の場合 15,000 円（個人）となっている。 

イ 改正案の内容 

  世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、現役並

みの高い所得を有する第１号被保険者に係る利用者負担の割合を２割から３割に引き上

げる。現役並みの所得の具体的な年収区分については、今後政令で定められることとな

るが、厚生労働省は、年金収入等 340 万円以上とし30、３割負担となり、かつ負担増とな

る対象者は、受給者全体 496 万人の３％に当たる 12 万人になると想定している。施行

は、前年度所得を勘案するなどの事務手続の都合上、平成 30 年８月からとなる予定であ

る。 

  また、利用者負担に関連して、政令事項ではあるが、今般の介護保険部会における議

論等を踏まえ、高額介護サービス費の見直しも行われ、現行の一般区分の月額が 37,200

円から 44,400 円と現役並み所得と同額まで引き上げられる（平成 29 年８月実施予定）。

ただし、１割負担者のみの世帯については、年間上限額（446,400 円）が設定される31。 

ウ 主な論点 

  部会意見書では、負担能力に応じた負担となるように見直しを行う方向性については

おおむね意見の一致を見たと整理し、現役並み所得のある利用者負担割合の３割への引

上げについても、積極的な立場と消極的な立場の両論を併記しつつも、賛同ないし容認

する意見が多く出されたと総括している。 

介護保険部会で特に議論が分かれたのは、医療保険との整合性を図ることについてで

ある。持続可能性のある制度にする必要性から、医療保険と整合性をとり、利用者負担

割合を年齢別に細分化することや､負担割合に幅を持たせることを検討すべきとの意見32

があった一方、介護は全体として長期化、重度化するという特性を持っており、利用者

の負担感は医療以上に大きいため、医療保険と同列で負担割合を求めることに慎重な検

討が必要との意見33があった。そのほか、平成 27 年８月に２割負担になったばかりであ

り、１年余りで３割への引上げを検討するのは急であるといった意見34も出された。 

                                                                                  
30 法案提出時点では、「合計所得金額（給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額）220

万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額 340 万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合 463 万円

以上）」とすることを想定しており、単身で年金収入のみの場合は 344 万円以上に相当するとしている。 
31 37,200 円×12 か月＝446,400 円。なお、３年間の時限措置とされる予定。 
32 第 61 回介護保険部会（平 28.8.19）における鈴木邦彦委員（日本医師会常任理事）の発言。 
33 第 61 回介護保険部会（平 28.8.19）における齊藤秀樹委員（全国老人クラブ連合会常務理事）の発言。 
34 第 69 回介護保険部会（平 28.11.25）における伊藤彰久委員（日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局

長）の発言。 



立法と調査　2017.4　No.387
33

利用者負担の見直しに伴う財政効果については、３割への引上げと高額介護サービス

費の見直しを合わせて200億円程度の減額とされる35が、負担増とそれに見合った財政効

果が得られるかどうか、丁寧な説明が必要となる。 

また、厚生労働省は、平成 27 年８月からの２割負担の導入に係るサービス利用への影

響について、マクロ的な傾向で言えば２割負担の導入前後で、顕著な差は見られないと

しているが、負担増となった結果、特別養護老人ホームの費用の支払が困難であるとし

て退所した例がみられる36。一方、財政制度等審議会の建議では、利用者負担割合の引上

げ後に、一般区分の高額介護サービス費支給額が急増し、制度全体では約 10 年間、実質

的な利用者負担割合が上昇していないことが指摘37されており、負担の見直しに伴う利用

控えの有無や、負担割合の引上げの効果に関する詳細な分析が必要となる。 

 

（５）介護納付金への総報酬割の導入 

ア 現状 

  40 歳から 64 歳までの第２号被保険者の保険料は、介護給付費・地域支援事業支援納

付金（介護納付金）として医療保険者に賦課されており、各医療保険者が加入者である

第２号被保険者の負担すべき費用を一括納付している。現行、各保険者は、それぞれの

被保険者数に応じて介護納付金を負担している（加入者割）。第２号被保険者１人当たり

の保険料負担額は、医療保険者を通じて同額となっており、健保組合や共済組合など相

対的に加入者数が少なく、報酬の高い被用者保険では、報酬額に対する保険料負担額の

割合が低くなり、協会けんぽなど加入者数が多く、報酬の低い被用者保険では高くなっ

ている。このため、協会けんぽの財政基盤を強化する目的で、国庫補助も行われてきた

（平成 27 年度決算額で介護分として 1,471 億円）。 

イ 改正案の内容 

  介護納付金の額の算定について、被用者保険間では各保険者の標準報酬総額に応じた

ものとし、報酬額に比例した負担とする仕組みである総報酬割を導入する。加入者の報

酬が高い健保組合や共済組合の負担は増加する一方、相対的に報酬が低い協会けんぽ等

の負担は減少する。総報酬割の完全実施により、負担増となる被保険者は 1,272 万人、

負担減となる被保険者は 1,653 万人と推計されている。また、総報酬割の導入に伴い、

協会けんぽに対する国庫補助額も減額される。 

厚生労働省は、総報酬割の完全実施に伴い、健保組合で 980 億円、共済組合で 890 億

円の負担増となる一方、協会けんぽに対する国庫補助額 1,450 億円が減額されると試算

している（平成 26 年度決算見込みによる試算）。一方、負担の増加が特に大きい健保組

合への支援措置として、平成 29 年度予算に 90 億円が計上されている（平成 31 年度まで

の時限措置）。平成 29 年８月分から実施予定（施行日は同年７月１日）であるが、激変

緩和措置として、平成 29 年８月から平成 30 年度末までは２分の１（平成 29 年度は通年

                                                                                  
35 『毎日新聞』（平 28.11.26）。なお、高額介護サービス費の見直しは、平成 29 年度予算で 13 億円の減額。 
36 「21 世紀・老人福祉の向上を目指す施設連絡会」によるアンケート調査（『朝日新聞』（平 29.2.22）） 
37 財政制度等審議会「平成 29 年度予算の編成等に関する建議」（平 28.11.17）15 頁 
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で総額の３分の１）、平成 31 年度は４分の３と段階的に実施され、平成 32 年度から全面

的に導入される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 主な論点 

部会意見書では、総報酬割の導入については賛否両論併記となっている。導入に賛同

する意見として、世代内での負担の公平性を考えると、社会保険料負担の逆進性は無視

できず、加入者割は逆進性を助長しているという意見38や、所得の少ない現役世代の負担

軽減のためにも総報酬割を導入すべきといった意見39があった。 

反対する意見としては、医療保険においても平成 29 年度から後期高齢者支援金の全面

総報酬割の導入が決まっており、介護と合わせて大幅な負担増となるといった意見40があ

る。また、総報酬割の導入は、協会けんぽへの国庫補助の肩代わりを健保組合や共済組

合に求めるものであるとともに、介護保険創設時、第２号被保険者は世代間扶養の意味

合いを持つことも踏まえて費用負担が求められ、第１号被保険者と第２号被保険者の１

人当たりの負担額が同じとなるような制度設計の下、加入者割の考え方が採られてきた

                                                                                  
38 第 61 回介護保険部会（平 28.8.19）における土居丈朗委員（慶應義塾大学経済学部教授）の発言。 
39 第 61 回介護保険部会（平 28.8.19）における鈴木邦彦委員（日本医師会常任理事）の発言。 
40 第 61 回介護保険部会（平 28.8.19）における井上隆委員（日本経済団体連合会常務理事）の発言。 

図表５ 介護納付金に係る現状のイメージ 

（出所）厚生労働省資料より抜粋 

（出所）厚生労働省資料を参考に筆者が再構成して作成 

図表６ 総報酬割を導入した場合の按分イメージ
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ことから、その理念を逸脱するとの指摘41もあった。これに対し、厚生労働省は、負担能

力に応じた応分の負担を求めるという税・社会保障一体改革以降の基本的な考え方に基

づき、これまでの第１号保険料の所得段階に応じた設定や、平成 26 年改正における利用

者負担割合の引上げの実施などを挙げつつ、応能負担の要素を踏まえた点を導入の理由

と説明している。 

そのほか、総報酬割の導入は、第２号被保険者にかかる被用者保険者間の負担の見直

しや公平化であって、介護保険財政の増大化を抑制する手法ではなく、総報酬割をもっ

て介護保険制度の持続可能性を高めると言うことはできないといった指摘42もある。また、

１割負担を２割負担に近づけていく検討を行う中で、総報酬割の議論をすべきであり、

そうでなければ第２号被保険者の納得が得られないとの意見43もある。 

 

（６）その他の主な改正項目 

ア 認知症施策の推進 

現行の介護保険法上、認知症については、調査研究の推進等が規定されているのみで

ある。認知症施策に関して、平成 27 年１月に策定された認知症施策推進総合戦略（新オ

レンジプラン）で示された普及・啓発、介護者支援、本人視点の重視等の柱に沿って推

進していくことが求められており、改正案では、認知症に関する知識の普及・啓発、介

護者支援等施策の総合的な推進等について、国及び地方公共団体に努力義務を課してい

る。 

イ 医療・介護の連携 

平成 26 年改正により、地域支援事業として在宅医療・介護連携推進事業が平成 30 年

４月から全ての市町村で実施されることになっているが、これまで医療行政に関する取

組は主に都道府県（保健所）が担ってきたことから、事業のノウハウや地域の医師会と

の連携が乏しく、必ずしも円滑に進んでいない現状がある。改正案では、在宅医療・介

護連携推進事業を含む地域支援事業の包括的支援事業について、都道府県が当該事業に

係る情報提供や市町村に対する支援に努めるものとすると規定された。 

ウ 有料老人ホームの事業停止命令の創設等 

再三の指導にも従わず、悪質な事業を続ける有料老人ホームへの指導・監督の仕組み

を強化するため、未届け老人ホームを含め、悪質な有料老人ホームに対する事業停止命

令措置を新設する。その際、都道府県知事は、入居者保護の観点から、介護等のサービ

スを継続的に受けるために必要な援助を行うよう努めるものとされている。 

また、現行、平成 18 年３月 31 日以前に設置した有料老人ホームの設置者は、入居者

を保護する前払金の保全措置44が努力義務となっていたが、入居者保護の更なる充実を図

                                                                                  
41 第 61 回介護保険部会（平 28.8.19）における佐野雅宏委員（健康保険組合連合会副会長）の発言。 
42 増田雅暢「介護保険制度の真の基盤強化を」『月刊介護保険』第 252 号（2017.2）13 頁 
43 第 69 回介護保険部会（平 28.11.25）における岡良廣委員（日本商工会議所社会保障専門委員会委員）の発

言。 
44 老人福祉法により、有料老人ホームの設置者は、家賃や入居一時金等の名目で入居者から前払金として一括

して受領する場合、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について必要な保全措置を
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るため、今般の改正により義務対象とする。なお、経過措置として、法施行から３年後

からの適用となる。 

エ 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化 

地域密着型通所介護については、参入数の増加が顕著になっている一方、現行制度で

は、市町村は、地域密着型通所介護の新設に係る事業者の指定を拒否できない。このた

め、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業計画で定める見込量に達しているときな

どに、事業所の指定を拒否できる仕組みを導入する。また、都道府県による居宅サービ

ス事業者の指定に関して、市町村が都道府県に意見を提出できるようにするとともに、

都道府県はその意見を踏まえて指定をするに当たって条件を付すことを可能とするよう

改正される。 

オ その他 

地域包括支援センターの機能強化を図るため、地域包括支援センターに事業の自己評

価と、質の向上を図ることを義務付けるとともに、市町村に対し、地域包括支援センター

の事業の実施状況の評価を義務付ける。また、介護保険適用除外施設とされる障害者支

援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合に、現状、適用除外施設の所在市町

村が保険者となっているところ、当該市町村の給付が過度に重くならないよう、改正案

では住所地特例を見直し、適用除外施設入所前の市町村を保険者とする。 

そのほか、法律事項ではないものの、介護保険部会の議論を踏まえ、福祉用具貸与の

見直し、住宅改修に係る見直しなどが実施される予定である45。 

 

（７）施行期日 

 施行期日は、第７期介護保険事業計画期間の開始に合わせ、平成 30 年４月１日とされて

いる。ただし、介護療養型医療施設に係る有効期限の延長に関する事項は公布の日、総報

酬割の導入と協会けんぽへの国庫補助に関する事項は平成 29 年７月１日、利用者負担割合

の３割への引上げに関する事項は平成 30 年８月１日が施行期日とされている。 

 

５．介護に係るその他の主な論点 

（１）軽度者に対する給付の在り方 

経済・財政再生計画の改革工程表では、保険料や給付費の伸びを抑制する観点から、軽

度者への支援の在り方について、給付の見直しや地域支援事業への移行を含めた検討が求

められており、今般の改正に係る議論の最大の焦点ともされていた。現在、平成 26 年改正

による予防給付の地域支援事業への段階的移行が行われている最中であり46、その評価が定

                                                                                  
講ずることが義務付けられている。 

45 福祉用具貸与は、同一商品であっても、平均的な価格と比べて非常に高価な価格請求が行われているケース

があったことを受け、平成 30 年 10 月から、国が商品の貸与価格の全国的な状況を把握した上で、ウェブサ

イトに全国平均貸与価格を公表し、全国平均貸与価格＋１標準偏差を貸与価格の上限として設定する。住宅

改修については、事業者による価格設定や技術・施工水準のばらつきが大きいなどの課題を受け、保険者が

住宅改修の価格や内容等把握するため、改修内容、材料費等の内訳を含む見積書類の様式を国が示す予定で

ある。 
46 平成 29 年４月までが移行の経過措置期間とされているが、厚生労働省の平成 28 年１月調査時点で、平成 28
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まらない中、軽度者に対する給付を見直すことは時期尚早との意見が介護保険部会におい

て多く出され、結局見直しは見送られた。その後の平成 29 年度予算編成過程において、軽

度者に対する生活援助サービス等の地域支援事業への移行については、介護予防訪問介護

等の移行状況を踏まえつつ、引き続き検討し、平成 31 年度末までに必要な措置を講ずるこ

ととされた。 

他方、生活援助等比較的専門性を要しないサービスについては、経験の少ない人材やボ

ランティアに担ってもらい、専門性の高い人材は重度者への対応を中心に行うべきとの指

摘47もある。生活援助を中心に訪問介護を行う場合の人員基準の緩和やそれに応じた報酬設

定については、平成 30 年度介護報酬改定の際に検討が行われる見通しである。 

 

（２）負担の在り方 

ア 被保険者範囲の拡大 

制度創設当初から議論されている点として、被保険者の範囲拡大の問題がある。65 歳

未満の被保険者の範囲は、当面、若年性認知症等特定疾病48の発症リスクとの関係で理解

が得られる 40 歳以上とされた。制度創設以降、40 歳以上人口は増加してきたが、平成

33 年をピークに減少していくことが見込まれており、制度の支え手をどのように確保し

ていくのかが検討課題となっている。今般の介護保険部会においても、受益と負担の関

係が希薄な若年世代の納得が得られない、まずは給付の効率化や利用者負担の在り方を

見直すことが先決など、被保険者範囲の拡大に反対する声がある一方、将来的には介護

保険制度の普遍化が望ましい、特定疾病の枠を外した上で 40 歳以下は保険料を軽減すべ

きなど、範囲の拡大に賛意を示す向きもあった。その一方で、被保険者の範囲拡大は、

障害者制度にも関わる問題であり、両制度の趣旨・沿革や、制度の持続可能性といった

観点も含め、今後も引き続き長期的な視点に立った検討が求められる。 

イ 補足給付における不動産の勘案 

費用負担の公平化を更に進める観点から、平成 26 年改正では見送られた補足給付にお

ける不動産の勘案についても、継続的な検討課題となっている。平成 25 年の介護保険部

会では、換金が容易ではない不動産について、一定額以上の宅地を保有している場合、

在宅での生活を前提としているショートステイを除き補足給付の対象外とし、宅地を担

保とした貸付け（リバースモーゲージ）の実施が検討された。今般の介護保険部会では、

厚生労働省の委託調査の結果が示され、都市部でなければ土地を資産として捉えること

が難しい点、子や孫などの推定相続人全員の了承を要する点など、我が国での導入が容

易でないことが明らかとなった。かかる状況を踏まえ、介護保険部会の整理としては引

き続きの検討事項となったが、現役世代の負担が高まる中、世代内のみならず世代間の

費用負担の公平性をいかに確保していくのかという観点も踏まえた議論が必要である。 

                                                                                  
年４月までに移行すると回答した保険者は、総保険者数 1,579 のうち 505 となっていた。 

47 土居丈朗「2040、50 年までに介護保険制度が到達する姿を示すべき 特集 次期介護保険制度改正に向けて

〔中〕（インタビュー）」『介護保険情報』（2016.10）22 頁 
48 65 歳以上の高齢者に多く発生しているが、40 歳以上 65 歳未満の年齢層においても発生が認められるなど、

罹患率や有病率等について加齢との関係が認められる疾病。末期がん、関節リウマチ等全 16 疾病。 
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（３）ケアマネジメントの在り方 

ア ケアマネジメントに係る利用者負担 

現状、居宅介護支援等49のいわゆるケアマネジメントサービスについては、制度創設当

初から利用者負担がなく、介護給付費で 10 割が賄われている。このため、利用者負担に

係る議論が制度開始当初から継続的に行われており、今般の介護保険部会においても、

利用者負担の導入に賛成する立場から、ケアマネジャーの専門性を評価するため、また、

家族や利用者にケアマネジメントに対するコスト意識を持ってもらうため、一定の負担

が必要であるといった意見が出された。一方、導入に反対する立場からは、現状を維持

して、あらゆる利用者が公平にケアマネジメントを活用し、自立支援が受けられるよう

にすべき、また、サービスの利用抑制につながるおそれがあるといった意見が出されて

いる。今般の改正案には盛り込まれなかったものの、上記のほかにも、かつての高齢者

医療の定額負担と同様に少額の定額負担を導入する提案50や、自己負担の導入に伴い、利

用者の主張が強くなり、かえって無駄なサービスの利用を助長させるおそれがあるとの

指摘51もあり、財政的な観点とケアマネジメントの評価の観点から、引き続き議論をして

いく必要がある。 

イ 公正・中立なケアマネジメントの確保等 

ケアマネジャーの多くは、居宅サービス事業所を併設する居宅介護支援事業所に所属

しており、所属する事業所のサービスをケアプランに多く組み込む、いわゆる囲い込み

を行う傾向が強いとされ、公正・中立なケアマネジメントの確保が求められている。そ

の対策として平成 18年度の報酬改定時から実施されている特定事業所集中減算52につい

て、会計検査院から、一部の事業所において、減収とならないよう集中割合の調整を行

うなどの弊害を生じさせる要因となっており、必ずしも合理的で有効な施策ではないと

指摘53されている。これを踏まえ、今般の介護保険部会においても、実効性が乏しく、見

直しをすべきといった意見のほか、よいサービスを提供する事業所があるにもかかわら

ず、集中減算のために回避せざるを得ない状況は要介護者にとってプラスではないといっ

た意見が出された。今後は、平成 30 年度介護報酬改定の際に合わせて検討することとさ

れており、ケアマネジメントの質の向上や医療との連携も含め、今後の議論が注目され

る。 

 

（４）介護人材の確保 

 介護人材の確保が重要な課題となる中、平成 28 年４月時点における介護福祉士養成施設

                                                                                  
49 ケアマネジャー（介護支援専門員）による居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を始めとした在宅の要介

護者に対するサービス。要支援者に対する介護予防ケアマネジメントは介護予防支援という。 
50 東畠弘子「介護の終着点である終末期ビジョンを 特集 次期介護保険制度改正に向けて〔下〕（インタビュー）」

『介護保険情報』（2016.11）22 頁 
51 結城康博「2018 年実施予定の介護保険改正の動向を探る ～負担増と軽度者給付抑制の議論を中心に～」

『介護保険情報』（2016.10）29 頁 
52 居宅介護支援事業所がその事業所の利用者に対して作成するケアプランについて、特定のサービス事業所へ

の集中割合が 80％を超える場合に報酬を減算する仕組み。 
53 会計検査院「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について」（平 28.3.25） 
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の定員充足率が 46％にとどまるとともに、平成 28 年度の介護福祉士国家試験の受験者数

が前年度から半減する54など、介護人材の確保を取り巻く状況がより厳しくなっている。政

府は、ニッポン一億総活躍プランにおいて、介護人材確保のための総合的な対策を打ち出

しており、その一環として平成 29 年４月には、臨時の介護報酬改定により、介護職員処遇

改善加算が見直される。具体的には、介護職員の経験、資格又は評価に応じた昇給の仕組

みを構築した事業者に対し、新たな上乗せ評価を行う加算が創設され、月額平均１万円相

当の処遇改善が実施される予定である。この予算措置が介護人材の賃金改善やキャリアアッ

プに直接結び付くことが重要であり、処遇状況の調査結果を詳細に分析していく必要があ

る。 

 

（５）保険サービスと保険外サービスを組み合わせた給付（いわゆる混合介護） 

平成 28 年９月に公正取引委員会が公表した「介護分野に関する調査報告書」では、介護

保険内と保険外のサービスを併せて提供するいわゆる「混合介護」の弾力化や参入規制の

緩和などが提言された。同年 10 月からは、内閣府の規制改革推進会議の医療・介護・保育

ワーキンググループにおいて、保険給付と保険外サービスの柔軟な組合せを含む介護分野

の改革項目が議論されている。 

介護保険制度では、一定のルールの下、保険外サービスの提供が認められており、保険

内サービスではあっても区分支給限度基準額を超えるサービス利用や時間延長（上乗せサー

ビス）、配食サービス等（横出しサービス）の保険外サービスの提供が各市町村独自の取組

により実施されている。しかし、保険内外のサービスを明確に区分する必要があることな

どから、利用者以外のものに係る洗濯、調理、買物等は認められていない。このため、例

えば家事援助について、要介護（支援）者の家族に対しても同時・一体的にサービス提供

を可能にすれば、事業者の効率や生産性が高まり、介護職員の処遇改善にもつながるといっ

た効果があるとの指摘がある。 

厚生労働省は、サービスの明確な区分や利用者の同意等、現状、保険外サービスに求め

られる一定のルールの存在について、不明朗な形で料金が徴収されるおそれ、事実上保険

外負担をしないとサービスが受けられなくなるおそれ、保険給付の範囲を超えたサービス

が保険請求されるおそれなどがあることを踏まえ、利用者保護等の観点から求めているも

のとしている。そのため、利用者負担の不当な拡大、トラブルが生じた際の救済、自立支

援・重度化防止をかえって阻害するおそれ、給付費の増加につながるおそれ、ルールの緩

和に伴う追加の行政コストがメリットに見合うかなどについて留意する必要があるとして

いる。 

 そのほか、平成 29 年２月には、東京都が介護保険外サービスの同時・一体的提供につい

て、平成 30 年度からのモデル事業開始を目指し、東京都豊島区における特区の創設を政府

の国家戦略特別区域会議に提案するなど具体的な動きも見られ、今後の議論を注視してい

く必要がある。 

                                                                                  
54 今回から実務経験者を対象とした受験資格として、450 時間の研修が新たに追加されたことを主な原因とみ

る報道がある（『日本経済新聞』夕刊（平 29.2.7）など）。 
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６．総括 

医療と介護は、一体的に提供される機会が増え、その結びつきが一層強まっている。ま

た、制度改革の取組を見ても、例えば、今般の改正におけるデータに基づく分析・評価、

給付の適正化の取組、保険者に対する財政的インセンティブの付与などといった医療保険

と類似する制度の創設や取組もさることながら、利用者や被保険者の負担面からも見ても、

高額療養費に対応する形での高額介護サービス費の上限額区分の設定、総報酬割の導入な

ど、医療保険制度改革の取組が取り入れられている。 

大きな相違点として、医療保険がほぼ全ての被保険者が一度は医療サービスを享受する

のに対し、介護保険は、要介護認定率を見ても、被保険者あるいはその家族が利用する割

合は、医療保険と比較すると低くなっており、当事者意識がなかなか醸成されない傾向が

あるだろう。受益の実感が必ずしも伴わない中で、負担増が進む現状に対し、どのように

被保険者の理解を得ていくのか、今後丁寧な説明が求められる。 

また、改正案では、地域包括ケアシステムの強化を目的としつつ、地域共生社会の実現

という、地域包括ケアシステムより更に上位の概念を創出し、高齢者に加え障害児者、生

活困窮者等に対する今後の包括的な支援体制を見据えた内容が盛り込まれており、市町村

の役割がますます拡大する。各制度の谷間に落ちてしまう課題への対応や、福祉サービス

に係る縦割りの廃止等は当然進めていくべきであるが、市町村が地域共生社会の実現に向

けて、どれだけのリソースを割いていけるのか注視していく必要がある。加えて、地域包

括ケアシステムが現実的に機能するためには、実際に介護の現場で働く人材はもちろんの

こと、市町村の担当職員の育成も重要となる。市町村の人員も削減されている中、様々な

拠点の機能強化などを図ったとしても、そもそもマンパワーが不足していては、年々複雑

化する制度改正への対応も追いつかず、真の意味での充実化は図れないおそれもあるため、

人的支援をいかに行っていくかが重要となる。 

 翻って改正案の国会審議に当たっては、今般の法改正の機会を捉えて、改正案に係る論

点や課題はもちろんのこと、政省令等下位規範に委任される予定となっている改正事項も

含め、大局的な見地から議論を深めていくことが期待される。 
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